
一般財団法人新潟県建設技術センター

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

１ 意義

職員が仕事と生活の調和を図りながら、その能力を十分に発揮できる

よう、より働きやすい職場環境とするため、多様な労働条件や働き方の

見直しの取り組みを推進するための行動計画を定める。

２ 計画期間

令和７年４月１日から令和11年３月31日まで

３ 計画内容

○年次有給休暇の取得促進

仕事と生活の調和のために、計画的に年次有給休暇を取得する「仕事

休もっ化計画」の取り組みを推進する。

【目標：年次有給休暇消化率８０％以上】

⇒「仕事休もっと計画」を職員に周知し、年度末に確認する。

○男性職員の育児参加休暇制度の利用促進

男性職員の育児参加休暇の制度について、職員に改めて周知を図ると

ともに、この休暇の対象となる職員に対しては、個別に説明し休暇取得

の促進を図る。

【目標：男性職員の育児参加休暇取得率100％】

⇒該当する職員に対して計画的に取得するよう促す。




